
放課後児暮クラブの今後のあり方－ガイドラインの作成に携わって一  

淑徳大学総合福祉攣部数捜／日本子ども兼庭輪台研究所  

子ども家庭政策研究担当部長  袖女 暮峰  

1．ガイドライン作成の背t一放課後児土クラブの課題  

（1）設置箇所数の不足：待機児童の存在  

（2）大規模化、狭隆化：登録児童71人以上の割合の増加  

（3）活動時間・内容の課題：自由の制限（安全・安心の確保困難、下校時間の遅れ、塾通い）  

（4）実施場所、事業主体の多様化：cf．指定管理者制度  

（5）施設設備の課題：1部屋しかないクラブ  

（6）職員体制の課題：配置、待遇  

（7）利用児童の多様化：障害児童、家庭基盤の脆弱な児童、いわゆる小1プロブレム等  

（8）学校（教育）との連携  

（9）地域、子育て支援サービスとの連携：安全上の課題  

（10）保護者との協力関係、保護者支援：苦情解決制度等  

（1り保育所・幼稚園との連携：小学校における教科学習と遊びとの分断  

（12）他の類似事業との関係整理：全児童対策事業、放課後子ども教室事業、生活塾、ファ   

ミリー・サポート・センター事業、ベビーシッターサービス  

2．ガイドライン作成に当たって配■しなければならなかった事柄  

・過去の多様性を包み込む政策のなかで事業主体や運営の多様化が進み、最低基準作成が  

困難であったこと。したがって、今後、国において最低基準等を策定する場合には、一定  

期間の最低基準到達支援が必要。  

・放課後児童クラブ運営のために抑えておくべき事項を12カテゴリー35項目にまとめ  

たこと。子どもの生活支援サービスとしての質をクリアするため、この程度の基準は必要。  

・放課後子どもプランを踏まえた検討。  

8．保障すべきいくつかの原理  

（1）発達段階とライフコースに応じた切れ目のない支援  

（2）親子の絆の形成と紡ぎ直し  

（3）多様な人との関わりの保障  

4．学齢期の子どもの生かな放課後生活の保障一小1プロブレムの真服  

（1）子どもの社会生活の現状  

・三間（時間、空間、仲間）の縮小化、生きた体験、自然体験の欠如、生活時間の変化、ス  

トレスの増加とストレス耐性の低下  

（2）学童期低学年期の発達的特徴   

興味、関心が主として外界に向かい、知的活動、友人との種々の遊び、スポーツ等を通  

じて学力、社会性を発達させるとともに、価値観、他人との相互交流など社会生活の基礎  

を学習する時期。この時期の課題が達成されていることが、次の思春期の基礎となる。  

①大人（保護者など）との関わりにおける子どもの意識・感情：低学年から高学年にかけ   



て大人の意味、比重が変化していく。  

②他者認識や交渉方略など対人関係、コミュニケーションの基礎を習熟させる時期。遊び   

込むことが必要。  

③コミュニケーションや人間関係における社会性：親との垂直的な絆をもとにして、友人   

との水平的な関係を通して社会性を学ぶ時期。友人関係に対する支援の必要性。  

④自己の安全確保のための対応能力：好奇心や興味が安全意識に勝ってしまうため、配慮   

が必要。  

⑤放課後の生活を自己管理するために求められる時間に関する感覚と意識：「あとで」「そ   

のうち」「もうすぐ」などの時間感覚の未発達が思わぬ事故を招く危険性  

結論：大人の一定の配慮のもと子どもの生活全体を安定的に維持し、子ども一人ひとりと  

子ども集団全体の生活と経験の内容を豊かにしていくことが必要とされる。その際、  

多様な人との関わりを保障することが必要。また、小学校生活によって削り取られ  

てしまった「遊び」の補完が必要とされる（小1プロブレムの克服）。  

5．保護者の豊かな人生と子育てライフの保障のために－小1の壁の克服  

結論：保護者の就労状況の多様化が進み、家庭の養育基盤－・機能が弱体化する便向。加え  

て、地域のつながりの希薄化や倫理観の欠如が進行し、地域の安心・安全が阻害。  

また、保育所から小学校入学とともに「仕事と子育ての両立」問題が深刻化（小1  

の壁の克服）。  

6．放課後児童クラブという集団の特性と配慮  

・子どもが選ぶことのできない共同社会であり、部活のような機能社会、利益社会ではな   

い。Be機能が重視される。  

・放課後をクラブで過ごすという保護者と子どもとの了解がある。  

・信頼できる大人がいて、その配慮がある。  

・集団としての安心・安全が守られることが前提である。  

・子どもの生活と遊びを中心とする育成が図られる場である。  

・仲間がいる。  

・地域の他の子どもたちとの交流についても配慮されている。  

7．国による放■後児暮クラブガイドライン（厚生労働省t用均専・児土豪庭局曇通知）  

8．放誅後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に係る実証的爛査研究  

・都道府県・政令指定都市等に対する「放課後児童クラブと全児童対策・放課後子ども教  

室との一体的実施」に関する調査並びに5自治体に対するインタビュー調査  

（私見）  

・放課後児童クラブと放課後子ど吏）教室とは目的、機能が異なるため、一体的実施は困難。  

・全児童対策として放課後児童クラブも包含した仕組みとする場合には、放課後児童クラ   

ブ利用児童に対する配慮が必要。そうしないと、子どもの生活支援や保護者の仕事と子   

育ての両立機能が阻害される可能性が高い。  
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9．放霹後児暮クラブの充実のために  

（1）量的・質的整備一子どもの育ちの保障の資源、保護者の子育て支援の資源、地域再生の   

資源の3つの視点が必要  

（2）学校数育との有機的連携の保障  

（3）基準の必要性と到達支援  

（4）基本的には、次世代育成支援のための新体系において導入される保育所利用システムと   

同等の仕組みとしてよいのではないか。  
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放課後児童クラブガイドラインについて  

（放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する調査研究）  

O「放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する研究会」（座長：淑徳大学柏女霊峰教授）を設置  

○ 既存資料・アンケートデータの分析、ヒアリング・視察調査を実施の上で、研究会として「放課後児童   

クラブガイドライン」を作成  

放課後児童クラブを取り巻く環境  

放課後児童クラブの現状  

◇登録率の著しい増加  

◇運営形態の多様性（潮気美観開珊珊  
◇待機児童の存在（平成18年5月12，189ノJ  

◇「放課後子どもプラン」等の動向  

◇全市町村の27％が独自に何らかの設置・運   

営基準等を策定  

利用する子どもと家庭の状況  

◇就労形態等による利用ニーズの多様化  

◇ひとり親世帯の増加等⇒家庭の養育基盤   

を補う必要性の強まり  

◇子どもの発達特性、放課後児童クラブの   

集団特性をふまえた活動のあり方  

放課後児童クラブガイドラインの作成  

作成の考え方  

①放課後児童クラブの運営を考える際の指針となるものとして作成  

②放課後児童クラブの多様な実態をふまえ、「最低基準」としてではなく、「望ましい方   

向に誘導していくための現実的な基準」という視点に立って作成  

③現実の多様な運営を阻害せずに、「子どもの安定・安心した生活の確保と遊びを通し   

た健全育成」をいかに担保するかを重視  

蓼課後児華クラブガイドライン  

（12カテゴリー、35項目から構成）  

7 障害児の受け入れについて  

8 保護者への支援・連携  

9 学校・地域との連携  

10 児童虐待等への対応  

11 安全対策・緊急時対応  

12 運営管理  

1 総則的事項  

2 事業の枠組み  

3 適切な整備と運営に向けて  
4 施設・設備  

5 職員体制・人材育成  

6 活動内容  

4段階で求める水準（レベ／レ）を整理  

① すべての放課後児童クラブに原則実施が求められる基本的事項（必須義務）  

・‥必要である、しなければならない  

（∋ すべての放課後児童クラブが可能な限り努力すべき事項（努力義務）  

・‥努めることが必要である、努めなければならない、求められる  

③ 義務ではないが、可能であれば取り組みが望まれるもの ‥・望ましい、望まれる  

④ 多様性の中で考えられる取り組みの選択妓 …考えられる  
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1総則的事項  

（1）事業月的   

○放課後児童クラブは、（D「／ト学校に就学しているおおむね10  

歳未満の子どもで、保護者が就労等により昼間家庭にいな  
い子ども」を対象として、（∋その放課後の時間帯において保  

護者の替わりに家庭的機能の補完をしながら「生活」の場を  
提供し、③「遊び」及び「生活」を通してその子どもの健全育  
成を図ることを目的とする事業である。  

（2）事業の機能・役割   

○放課後児童クラブに求められる機能・役割は、次の6点に整  

理される。  

D 子どもの健康管理、安全確保、情緒の安定  
♭ 遊びの活動への意欲と態度の形成  

レ 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  

レ 子どもの遊びの活動状況の把握と家庭への連絡  

D 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  
D その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動   

○特に、家庭状況をふまえながら保護者の子育てを支援するこ  

と、子どもの発達の特性をふまえながらその発達を個々の子  
どもの実際に即して援助していくことが求められる。   

2 事業の枠組み  
（1）対象児壬   

○対象児童については、保護者が労働等により昼間家庭にい  

ないおおむね10歳未満の子どもを主たる対象とする。   

○子どもの安全の確保や発達状況等を考慮して、必要に応じ  

て10歳を超える子どもについても本事業の対象とすることが  
望ましい。  

（2）対象児壬の規模   

○施設設備、職員体制等の状況を総合的に検討し、適切な生  
活環境と事業内容が確保されるように、適正な児童数の規模  
で運営することが必要である。   

○放課後児童クラブにおける集団の規模については、放課後  

児童指導員と子どもが信頼関係を結べ、なおかつ子ども自  
身がお互いを生活のメンバーとして知り合い認め合える規模  

として、おおむね40人程度までとすることが望ましい。   

○子どもの情緒面への配慮及び安全†生の確保の観点から、大  
規模なクラブについては規模の適正化（分割等）を早急に行  
うことが必要である。  

（3）開所日、開所時間   

○開所日、開所時間については、子どもの放課後の時間帯、地  

域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定することが必  

要である。   

○土曜日、長期休業期間、学校休業日など一日開所の目につ  
いては、保護者の就労実態等をふまえて開所することが必要  
である。   

○新1年生については、保育所との連続を考慮し、4月1日よ  
り受け入れを可能にする必要がある。  

（4）利用の開始に関わる留意事項   

○放課後児童クラブの募集は、適切な時期に様々な機会を利  
用して広く周知を図ることが必要である。   

○利用の開始にあたっては、説明会等を開催し、利用にあたっ  
ての決まりなどについて説明することが求められる。  

3 適切な整傭と運営に向けて  

（1）整傭の考え方   

○放課後児童クラブについては、各市区町村が責任を持って  
その基盤整備を図ることが必要である。   

○待機児童がいる市区町村においては、新たに放課後児童ク  

ラブを整備する等により待機児童の解消に努めることが必要  
である。   

○市区町村及び都道府県は、放課後児童クラブの円滑な運営  

に向けて運営指針の策定や研修の実施に努めることが望ま  
しい。   

○市区町村は、各放課後児童クラブの運営状況を定期的かつ  
随時に確認し、必要な指導・助言を行うことが東壁）られる。  

（2）運営主体について   

○放課後児童クラブの運営は、安定した財政基盤と運営体制を  

有し、子どもの福祉や地域の実情についての理解を十分に  
有する主体が、継続的・安定的に運営することが望ましい。  

4 施設・設傭  

（1）施設   

⊂）子どもが家庭に替わる「生活」の場として過ごす放課後児童ク  

ラブの役割をふまえ、安全・衛生面に配慮し、子どもが安定し  

て日々の生活を送ることができる施設とすることが必要である。  
室内のレイアウトや装飾にも心を配り、子どもが心地よく過ご  

せるように工夫することも望まれる。   
○放課後児童クラブの対象児童に専用の部屋が確保される必  

要がある。子どもが生活するスペースについては児童1人あ  

たりおおむね1．65r淫以上の面積を確保することが望ましい。   

○子どもが体調の悪い時などに休息できる静養スペースを確  

保することが必要である。   

○室内においても遊ぶことができる空間を確保すると共に、屋  
外遊びを豊かにするため、学校と連携して校庭・体育館を利  
用したり、近隣の公園等を有効に活用したりすることが求めら  

れる。  

（2）設備1傭品   

○設備・備品として、「生活」の場として安全・衛生が確保された、  

手洗い場、台所設備、冷蔵庫、トイレ、シャワー、更衣できる  
スペース、倉庫等収納スペース、冷暖房器具、生活に必要な  

ロッカー（かばん置き場）、電話（ファクシミリ）等のほか、「遊  

び」を豊かにするための遊具、図書等が設けられることが求  

められる。   
○事業に関わる事務を行うための事務スペース及び設備・備品  

を整備することも求められる。   

5 職員体制・人材育成  

（1）職且休刊   

○放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置することが  
必要である。   

○安全面への配慮や事業の円滑な運営のために、常時複数  

の放課後児童指導員を配置することが必要である。   
○放課後児童指導員は、子どもと安定的に継続的な関わりを  

持てるように配置されることが求められる。   
○放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規  

定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望まし  

い。   
○放課後児童指導員の勤務時間については、開所時間の前  

後に必要な準備時間を設けることを前提として設定されること  
が望ましい。   

○地域のボランティアについても、状況に応じて積極的に協力  

を求めることが望まれる。  

（2）放課後児童指導且の役割   

○放課後児童クラブの事業目的とその機能・役割から、求めら  
れる放課後児童指導員の役割を整理すると以下のようにな  

る。  
D 一人ひとりの子どもの状況を把握する  

D 子どもの生活を、時間・空間の両面からとらえ、子どもの  
状況を把握しながら組み立てる  

D 放課後児童クラブで過ごす上で必要な基本的生活習慣  

を習得することを援助する  
レ 遊びや諸活動を通じて、一人ひとりの子どもの生活を支  

え、発達を促す  
D 危険から子どもを守るとともに、子どもが自らを守りお互い  

を守る力を育てていく  

レ 保護者との伝え合いを通じて、保護者が働く家庭の生活  

を支える  
レ 地域社会の中で、子どもの生活が円滑に進められるよう  

にする  

♭ 学校や地域、その他関係機関との連携を深める  
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○受け入れの判断は、書類確認、面接、観察などのほか、関係  
者が合議するなどして行うことが求められる。  

（2）障害児の受け入れ体制の整傭  
○障害児の特性をふまえた指導の向上のために、学校や地域  

の障害児関係の専門機関（デイケア施設も含む）、専門家等  
との相談体制を構築し、障害児受け入れのための職員研修   

や学習会の実施による指導の向上に努めることが求められ  

る。   
○障害児やその他配慮を要する子どもを受け入れる際、その  

障害の程度等から特に個別の援助が必要な場合は放課後  

児童指導員を加配することが必要である。   
○障害児が放課後児童クラブで安全に過ごすことができるよう  

に、施設・設備のバリアフリー化に取り組むことが求められ  

る。  

8 保護者への支援・連携  

（1）保株者への連絡・支援   

○子ども一人ひとりの出欠や心身の状況を把握し、必要な場合  
は保護者に対して迅速に連絡をとることが必要である。   

○特に異変がない場合であっても、定期的に子どもの状況を保   

護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通  

理解を持つことが望まれる。   
○保護者への連絡については、連絡帳を効果的に活用するこ  

とが必要である。その他保護者の迎えの際の直接の連絡、  

便り、保護者会、個人面談など様々な方法を有効に活用す  
ることが望まれる。   

○保護者の子育てにあたっての悩みや不安などについての相  
談に応じ、必要な助言や支援を行うとともに、必要に応じて  

市区町村の担当所管部署や専門機関と連携することが求め  

られる。   
○子どもが放課後児童クラブを退室する場合には、その子ども  

の生活の連続性や家庭状況に配慮し、必要に応じて適切な  
支援・サービスの紹介や引き継ぎを行うことが望まれる。  

（2）保株者及び保護者細経との連携   

○放課後児童クラブの活動を保護者に積極的に伝えて理解を  
促すと共に、保護者が活動や行事に参加あるいは協力する   

機会を設けるなどして、保護者との協力関係を構築すること  
が必要である。   

○父母の会や運営委員会等の活動についても積極的に支援、  
連携し、放課後児童クラブの運営を保護者と連携して進める  

ことが求められる。   

○父母の会の活動を支援したり保護者会等を開催したりするこ  
とにより、保護者同士が交流して互いへの理解を深め、保護  

者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるような支  

援を行うことも望まれる。   

9 学校・地域との連携  

（1）学校との連携   

○子どもの生活の連続性を確保するために、学校との連携を積  
極的に図る必要がある。   

○子どもの下校時刻の確認、年間計画や行事予定等の交換、  
指導内容や管理体制に関する学校との連絡・調整、下校時  
のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡・連携、学校の  

授業参観や行事への参加、子どもに関する相談や情報交換、  

その他運営の協力に関することへの取り組みが考えられる。   
○学校長、各担任教諭はもちろんのこと、養護教諭、スクール  

カウンセラーなどについても、必要に応じて連携を図ることが  

求められる。   
⊂）学校との情報交換にあたっては、個人情報の保護や秘密の  

保持についてのルールをあらかじめ放課後児童クラブと学校  

の間で取り決めておくことが必要である。   
○子どもの生活と遊びの場を広げるために、学校の校庭・体育  

館や余裕教室等を活用させてもらえるように施設面の連携を  

図ることも求められる。  

（2）保育所・幼稚園等との連携   

○子どもの発達の連続性を保障するため、保育所・幼稚園等と  
連携し、情報の共有と相互理解に努めると共に、合同研修や  
行事などを通した交流の推進によって指導内容の連続性が  

確保されるように努めることが求められる。  

（3）放詳後児主指導員の職場倫理  
○放課後児童クラブにおいては、放課後児童指導員の言動は   

子どもや保護者に大きな影響を与える。したがって放課後児   

童指導員は、仕事を進める上での倫理を自覚して、自らを律   
し、指導内容の向上に努めなければならない。  

○放課後児童指導員に求められる倫理には、次のようなことが   

考えられる。  
♭ 子どもの人権の尊重と子どもの性差・個人差への配慮に  

関すること  
レ 体罰等、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁  

止に関すること  
レ 保護者との対応・信頼関係の構築に関すること  
レ個人情報の取り扱いとプライバシーの保護に関すること  

レ 放課後児童指導員の資質の向上と協力に関すること  

レ 事業の公共性の維持に関すること   

○これら放課後児童指導員に求められる倫理については、明   

文化された規範を作成し、普及することが求められる。  

（4）研修  

○事業の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施する   
ことにより、放課後児童指導員の資質向上を図るよう努めな  

ければならない。  
⊂）放課後児童指導員は資質の向上のため積極的に研鎮に努  

めることが必要である。   
○市区町村及び都道府県については、区域内における放課後   

児童クラブの適切な運営を確保するために、研修等の機会  

を設定することが求められる。   

6 活動内容  
（1）活動内容   

○活動内容は、1－（2）に挙げる事業の機能・役割に沿ったも  
のであり、具体的には次のような活動を実施することが望まし  

い。  

D 子どもの健康管理、安全確保、情緒の安定に係る活動  
D 基本的生活習慣の確立に向けた指導  

レ 遊びや体験を通じ自主性、社会一性、創造性を培う活動  

レ 保護者への連絡、支援、連携  
D放課後児童クラブ以外の子どもや地域住民との交流活動   

○また、子どもや保護者に直接関わる活動以外に、放課後児  
童クラブの運営を円滑に進めるために、以下のような活動が  

必要とされる。  
レ 会議・打ち合わせ等による指導内容に関する情報の共有  
♭ 学校との連絡・調整  

レ 地域の関係機関・団体との連絡、調整  
D 研修  

D 行事や活動の企画と記録  

D 事務（記録・たより等の作成、提出物の点検、会計事務  

等）  

レ 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等  

（2）活動を進める上での留意点   

○活動を進める上では、子ども一人ひとりの生活状況を把握し  
ながら、子どもの情緒や子ども同士の関係にも配慮し、子ども  

の意見を尊重して行うことが必要である。   
○活動には、放課後児童クラブの子どもが主体的に関わるほか、  

必要に応じて放課後児童クラブ以外の子どもや地域住民が  

広く協力しながら関わることができるような体制を検討すること  
が望ましい。   

○予定する活動の内容やその趣旨及びねらいなどについて、  

あらかじめ保護者や学校、地域に便り等を通じて連絡し、理  

解・協力を得る取り組みも求められる。  

7 障害児の受け入れについて  

（1）障害児の受け入れの考え方   

0障害児については、希望がある場合は可能な限り受け入れ  
に努めることが必要である。   

○放課後児童クラブの環境条件によっては、放課後児童クラブ  

での受け入れが困難な場合が考えられるため、障害に配慮  

した指導が行えるように受け入れの判断を行うことが必要で  

ある。   
○受け入れの判断について、子ども本人及び保護者の立場に  

立ち、公平性を保って行われるように受け入れの判断の基準  

等を定めることが求められる。  
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（3）地域、関係機関との連携   

○放課後児童クラブの子どもと保護者の生活がより地域に開か  

れたものとなるように、地域の関係組織や児童関連施設等と   
連携を因っていくことが求められる。   

○子どもの病気や事故、トラブルなどに備えて、日常から地域  

の医療・保健・福祉等の関係機関と連携をとるように努めるこ  
とが必要である。   

10児壬膚特等への対応   
○放課後児童指導員は、子どもの心、身の状態や家族の態度な   

どの観察や情報の収集により、児童虐待の早期発見に努め  
る必要がある。  

○児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについて  

は、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等  
を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携  
して対応を図っていくことが求められる。   

11安全対策・緊急時対応  
（1）事故やケガの防止と対応   

○日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するため  
に、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、必  
要な補修等を行うことが必要である。   

○事故やケガを防止するために、子ども自身が安全に配慮した  
行動を学習・習得できるように援助することが必要である。   

○事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関する  

マニュアルを作成して放課後児童指導員に周知徹底するこ  
とが必要である。   

○事故やケガが発生した場合には、子どもの状況等について   

保護者にすみやかに連絡し、適切な処置を行うと共に、実施  

主体並びに市区町村に報告することが必要である。   
○実施主体は、発生した事故事例や事故につながりそうな事   

例の情報を収集し、放課後児童指導員間で共有すると共に、  

防止対策を策定することが望ましい。   
○必ず傷害保険等に加入することが必要である。  

（2）衛生管理   

○感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの励行、  
施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底することが必要であ  

る。また、放課後児童クラブ内や地域・学校で発生している   
感染症に関する情報を保護者に提供することも求められる。   

○感染症等の発生時の対応については、あらかじめ放課後児  
童クラブとしての対応策を作成しておくことが必要である。  

（3）防災・防犯対策   

○災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるように、防災・防   

犯に関する計画やマニュアルを策定し、施設設備や地域環   
境の安全点検、放課後児童指導員間並びに関係機関との   
安全確保に関する情報の共有等に日頃から努めることが必  

要である。   
○定期的に避難訓練等を実施することや、非常警報装置や消   

火設備等を設けるなど、消防法の規定に沿った対応策を作  
成して実施する必要がある。  

（4）来所・帰宅時の安全確保   

○来所・帰宅時の安全確保のために、子どもの出席や帰宅の  
状況について保護者との連絡のもとに確実に確認することが  

必要である。   
○安全確保についての子ども自身の学習への支援、放課後児  

童クラブとしての安全対策の作成や保護者への協力の呼び  
かけ、地域の関係機関・団体等と連携した不審者情報の共   

有や見守り活動の実施等の取り組みが求められる。   

○市区町村においては、子どもの安全確保に関する地域の関   
係機関・団体等の連携が円滑に行われるように必要な調整   

を行うと共に、子どもの安全確保のためのチェックリスト等を  

作成して各放課後児童クラブに配布し、活用を促すことが求  

められる。  

（5）緊急時の対応   

○感染症、災害などが発生した場合の緊急時の対応について  

は、責任と役割を明確にした対応の体制並びに手順・ルー  
ル等についてマニュアル等の形であらかじめ定めておくこと  

が必要である。   

○緊急時においては、子どもの状況等について保護者にすみ  
やかに連絡を図ると共に、実施主体並びに市区町村に情報  
を迅速に報告し、必要に応じて関係機関に情報を伝達する  

ことが必要である。   

○子どもの安全確保のた捌こ臨時の休室がやむをえないと判  

断される場合は、保護者の就労に配慮し、市区町村や学校  
と協議の上で実施することが求められる。   

12運営管理  

（1）権利擁護■法令遵守等   

○子どもや保護者の尊重と人権への配慮、守秘義務の遵守、  
個人情報保護等について放課後児童指導員の意識啓発を  
図り、それらの遵守状況の確認と改善を図るための組織的な  

取り組みが必要である。  

（2）適正な会計管理・情報公開   

○利用料等の徴収、管理及び執行にあたっては、定期的な検  

査や決算報告を行い、適正な会計管理を行うことが必要であ  

る。   
○会計や運営の状況について、保護者や地域に対して情報公  

開することが求められる。  

（3）要望・苦情への対応   

○要望や苦情を受け付ける窓口を子どもや保護者に周知する  

と共に、要望や苦情への対■応の手順や体制を整備し、迅速  
な対応を図る必要がある。   

○苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、  
第三者委員の設置や解決に向けた手順の整理等、迅速か  

つ適切に解決が図られるしくみを構築することが求められる。  

（4）職員集団のあり方と責任者の役割   

○放課後児童指導員同士が常に情報交換を行い、共通理解  

を図りながら相互に協力して事業の向上を目指す職員集団  
を形成する必要がある。   

○運営管理の責任者を定め、その役割と責任を明らかにするこ  
とが必要である。   

○運営管理の責任者には、放課後児童クラブの運営状況の全  

体を把握し、放課後児童指導員の意識形成や効率的な配  
置を行う役割、並びに学校や地域の関係機関・団体との連  

携を図る役割が求められる。  

（5）事業内容向上への取り組み   

○事業内容の向上を図るために、会議の開催や記録の作成、  
あるいはマニュアルの作成等を通じて放課後児童指導員同  

士が情報を共有できるようにすることが必要である。   
○放課後児童クラブは、事業内容について定期的に自己点検   

する機会を持ち、自ら事業内容向上に向けた取り組みを進  

めることが求められる。  

（6）労働環境整傭   

○放課後児童クラブの運営者は、放課後児童指導員の労働実  

態や意向を把握し、放課後児童指導員が健康に意欲を持っ  
て就業できるように、労働環境の整備に努める必要がある。   

○雇用者負担のもとでの健康診断及び検便の実施が必要であ  

る。   
○雇用者として労働者災害保険に加入しておくことが望まし  

い。  

＜研究会名簿＞  

座長 柏女 霊峰  

委員 飯野 美伽  
植木 信一  
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研究）として実施したものです。  
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ださい。  
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資料5  

放課後児童クラブについて（1）   



1．第一次報告におけるとりまとめ内容  

第一次報告において整理された放課後児童クラブに係る新たな制度体系における方向性は以下のと  

おり。  

○ 放課後児童クラブについては、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスと   

して不可欠なものであり、地域格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべき。  

○ 質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小学校全期を対象として量的拡大を図っていくこと   

が重要。  

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせず、小学校の積極的活用を図っていくこ   

とが必要。  

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題であり、財源の確保と併せ、人材確   

保のための職員の処遇改善等を図っていくことが必要。  

○ サービスの質の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保と併せ、そのための基準の要否、   

そのあり方、担保の方法を検討していくべき。  

○ 量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の位置づけ（市町村の実施責任、サー   

ビス利用方式、給付方式等）及び財源のあり方を、さらに検討していくべき。  
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2．放課後児童クラブの事業の性格について  

○ 放課後児童クラブについては、平成9年、市区町村における地域の実情に応じた多様かつ柔軟な   
取り組みを促すため、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象として、適切な遊び及び   
生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業として児童福祉法に位置づけられたところである。  

○ 第一次報告で取りまとめられたように、放課後児童クラブについては、就学前の保育と並んで、小   

学校就学期の両立支援系のサービスとして不可欠なものであり、これを前提として、制度の具体的設   
計を行っていくこと必要がある。  

〔児童福祉法（昭和22年法律第164号）〕  

第六条の二（略）  

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であって、その保護   
者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を   
利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。  

③（略）  

第21条の10 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとと   

もに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第二項に規定す  
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の
 
 

全育成事業の利用の促進に努めなければならない。  童  
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3．量的拡大について（1）  

○ 放課後児童クラブは就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスであり、保育   

と同様、共働き世帯の増加、潜在需要の高まりを踏まえ、スピード感のある提供量の抜本的拡充を図   

る必要がある。  

○ 提供量の抜本的拡充を図るための具体的制度設計を検討するに当たっては、以下の二つの側面   

から検討する必要があるのではないか。   

①放課後児童クラブの基盤整備をどのように進めるか。  

その際に、場所の確保、予算、人材確保などの事情によって基盤整備が抑制されることのないよ  

うな仕組みとして、どのようなものが適当か。   

②上記のような事情によりサービスが抑制されることなく、潜在需要も含め、個々のニーズに対応し  

た提供が保障される仕組みとして、どのようなものが適当か。  

3   



3．量的拡大について  

（2）基盤整備について  

○ 現行の放課後児童クラブについては、その実施自体が自治体の努力義務に止まっており、その基   
盤整備を確保するための制度的枠組みは存在しない。  

○ 自治体に対して、事業の実施に係る何らかの責務を課す必要はないか。  

○ 放課後児童クラブに係る基盤整備を確保する仕組みとしては、  

① 自治体に対し、放課後児童クラブを必要とする子ども数を勘案し、整備計画等を策定し、それに基   
づき基盤整備を行う、提供体制確保責務を法律上課すこと  

②新たな制度体系において費用を支払う仕組みとして、客観的に一定の基準を満たす事業者につ   
いては、対象とする仕組みとする   

といった枠組みが考えられる。  

○①については、介護保険制度など他制度においても採られている仕組みであり、一定の効果は期   
待できると考えられる一方で、現在の放課後児童クラブの実施状況を踏まえれば、提供体制確保責   

務を法律上課すことのみをもって、スピード感のある量的拡大を図ることができるかという点について、   

どう考えるか。  

○②については、現行においては、公立公営が4割強、公設民営が4割弱となっている。また、民営に   

おいて行われている主体については、社会福祉法人、運営委員会（保護者や地域住民等により構成   

される組織が運営を行うもの）が中心となっている。さらに、その事業の性格から、その実施場所は学   

校内が約5割となっている。このような現状を踏まえると、②のような仕組みで量的拡大を図ることが   
できるかという点について、どう考えるか。  

○基盤整備を図っていく上で、場所の確保が課題となるが、保護者のニーズにおいては学校での実施  

を望む声が多  子どもであり、子どもの健全育成（様々な  
遊び、体験  
ついてどの   

が学校において継続して過ごすことに   



3．量的拡大について  

（3）提供の保障に？ 

○ 現行、放課後児童クラブは、市区町村の事業（又は委託事業等）として実施されている。  

○ 新たな制度体系においては、個々人に対応する給付を行う仕組みも考えられるが、その場合、市区   

町村が放課後児童クラブに係る給付の必要性・量を判断し、それに基づいて放課後児童クラブに係る   

サービスを受けることができる仕組みが想定される。  

○ 一方で、放課後児童クラブの利用は放課後を中心として行われるものであり、利用日数、利用時間、   

年齢により求められるサービスの内容等が異なり、柔軟な利用を前提に置くことが適当であること、現   

行制度において、個々の子どもに対し、市町村が個別に判断してサービスを提供する取扱になってい   

ないことについて、どう考えるか。  
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その他の検討課題  

4．質の確保について  

（1）人員配置基準等  

4．質の確保について  

（2）担い手の質の確保   

5．人材確保について  

6．利用方式、利用者負担について  

7．財源・費用負担について  

8．放課後子ども教室との関係について  
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資料6  

放課後児童クラブについて（1）  

参考資料   



社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告  

（放課後児童クラブ部分抜粋）  

平成21年2月24日  

⑤固からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、   

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ   

ブ運営に係る費用の実態とに市雛があり、指導員の処遇が厳しい状況にある   

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大   

を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、   

検討の必要がある。   

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後   

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠   

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放   

課後こども教室」を、一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）   

を推進していく上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位   

置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要   

がある。  

2 放課後児童クラブについて  

（1）現行制度の課題  

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学   

生になった後においても、切れ目な〈、保護者が働いている問、子どもが安全   

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校   

区のうち、約3割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童   

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立   

支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるべきであるが、   

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって   

いる。  

①保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要  

に対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に図っていく上で、場所の  

確保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。  

②放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施さ  

れており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられ  

ており、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利  

用方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、  

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。  

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法  

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位  

置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ  

る。  

③対象年齢について、現行制度は小学校3年生までを主な対象としているが、  

小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ  

いてどう考えるか、検討の必要がある。  

④質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開  

所時問等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、  

保育所のような法令に基づ〈最低基準は設けられていない。放課後児童クラ  

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を  

どのような方法で担保していくべきか、検討の必要がある。  

（2）新たな制度体系における方向性   

○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に   

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で   

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不   

可欠なものであり、地域格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべ   

きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ   

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小   

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観   

点から、新たな制度体系において位置づけていく必要がある。   

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学   

校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども   

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要   

がある。   

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、   

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま   

え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要   

がある。  

その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい   

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との問で安定した人間関係が   

築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要であ   

る。  

1   



○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、障  

害児の利用にも積極的に対応していく必要が高まってきていること、現在の国  

の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに帝離があるという指摘など  

を踏まえ、サービスの質の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保と  

併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべきで  

ある。  

その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と  

いった観点も併せ考える必要がある。  

また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を図っていく必要が  

あるとともに、事業に関わる者すべてについて障害児を含めた子どもとの関わ  

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。  

○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の  

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ  

り方を、さらに検討していくべきである。  

その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、  

財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留  

意が必要である。  

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は  

保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ  

た利用者負担などがある。  

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層   

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す   

る子どもは保護者が働いている問は家に帰るという選択がないことに十分配慮   

する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の   

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考   

えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき  

である。   



＜規制改革推進のための3か年計画（再改定）平成21年3月31日間議決定（抜粋）＞  

2朋介護   

（2）保育分野   

③ その他の保育・子育て支援サービスの拡充  

オ 「放課後子どもプラン」の見直し等  

（ア）「放課後子どもプラン」の推進と見直し  

実施場所の確保については、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用  

均等・児童家庭局長に加え、文部科学省の初等中等教育局長、大臣官房文教施  

設企画部長の4者連名による通知「F放課後子どもプラン』の推進に当たって  

の関係部局・学校の連携等について」（平成19年3月14日付、18文科生第532  

号・雇児発03140004号通知）を発出するなど、余裕教室を始めとする学校諸  

施設の利用促進に当たり、教育委員会と福祉部局との緊密な連携や小中学校と  

の連携・協力を求めている。しかしながら、現場判断に委ねられる「学校教育  

に支障が生じない限り」という条件が曖昧であるため、余裕教室の利用やプラ  

ンの実施がなかなか進まないという実態がある。  

そのため、関係者の意識改革や、地方公共団体における関係者間の連携に資  

するよう、関係各所の協力を得ながら、学校諸施設について、更なる利用の拡  

大が可能かどうか調査するなど、実施場所の確保のための有効策を早急に実施  

する。【平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰b）  

プランについては、引き続き2つの事業の連携を深め、1つの事業として展  

開することの是非も含めて検討し、事業の改善を行う。【速やかに検討開始、  

平成21年4月措置】（Ⅲ福祉イ⑰a）  

併せて、プランにおける実施箇所数の目標達成だけではなく、子どもや保護  

者、地域にとっての質の充実など複合的な効果について検証する仕組みを研究  

する。【速やかに検討開始、平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰c）  

（イ）放課後児童クラブの休制整備  

放課後児童クラブについて、顕在化している待機児童問題を解消し、大規模  

クラブの環境を改善するため、クラブの設置・分割を迅速かつ効率的に進めな  

ければならない。厚生労働省では、平成21年度予算の概算要求で、大規模ク  

ラブの解消のための改修費の増など所要の要求を行っているが、それだけでは  

十分とは言えない。したがって、児童の放課後の安全対策や家庭的かつ豊かな   

時間の確保の観点から、クラブ数の増加に向け、小学校の余裕教室、児童館、  

幼稚園等、既存施設の有効活用を一層促進し、クラブ分割を行い、大規模クラ  

ブの解消を速やかに行う。【平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑯c）   

また、新待機児童ゼロ作戦では、10年後にクラブの登録児童数を145万人増  

加させるとの目標を掲げているが、実際のクラブ運営には、実施場所等の物理  

的資源や指導員等の人的資源の確保が欠かせない。そのため、新セロ作戦の実  

現に向け、量の拡大とともに質の向上を図る観点から、場所と人材の確保も含  

めた具体的な対応策について検討を行い、早急に結論を得、措置を講ずる。【包  

括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成21年度以降、  

結論・措置】（Ⅲ福祉イ⑱d）  
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分権改革推進本部  

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進  

1 重点行政分野の抜本的見直し   

（1）くらしづくり分野関係  

【幼保一子ども】  

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の  
「放課後児童健全育成事業」について、両事業の統合も含めた  

更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実  

施する。  
〔文部科学省・厚生労働省〕   



＜経済財政改革の基本方針2009について（平成21年6月23日閣議決定）抜粋＞  

［垂：］  

r中期プログラムjの別添エな曇で示されたW■のうち却l惟よまでに臭止する土豪事壌  
（介 捷）  

・デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。  

・特別養護老人ホーム、老人保韓施乱認知症薦♯者グループホーム等の緊急整備を進め   
る。f平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度のプラス3．0％の介ま報酬改定による介護従事者の処遇改善を拘るれ  

・介護職員の処遇改善に取り組む事業備に対し助成を行うけ（平此1年蜜第1次補正千井）  

・介護経♯のない♯≠有事に対する■業調練、潜在的有資格者の再眈職責捷、現に■く介  
護人打の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。作成21年度第1次檜正予算）  

・2恥9年度の介護姐酬改定の事後検証も踏まえ、介護組酬の在畑山こついて∴望まL，い地  

域包括ケγの観点から検討を進める。  

（医療と介護の連携）  

・医療と介護が連携したサービスを提供するための診橋脚と介凄艶酬の同時改定（2012  

年度見込）に向けた検討を進める。  

【亘：：垂］  

・社会保障露骨・か－ド（仮称Jを2011年度中を目途に導入ナる。それに向け、省庁横断   

的な検討や実証実験の紡果を踏まえた制度設計を行う。  

・あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創旧の検討を行う。  

（E ■）  

・地域医療再生のため、5年Ⅶ鞄度の基金を都道府れに貯■し∴地域全体での連携の下．  

計酎こ従って、以下の事業を地域の実臓こ応じて実施Lて、地域瞑横行生・強化を阿る。   

（平成21年度第1次補正予算）   

一医鮪穐能連携のための施設・l‘r基盤の整備   

一医療機劇の役割分担・機能分化の推進  
一大学病院等と連携した医師派遣機能の強化   

一医師事務作業補助者の繭己■ 等  
・2813年度からの都道締れ医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな栃針を作成する∩  

・2010年度に見込まれる診療絶■改定において、「選択と集中上の考え方に基づき、診療  

報■の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの万策を検討する㌔  

・他郷、診療科間、病院・診療所㈹の医師の脇在を是正するための効果的な方零及び医  
師等人材ヰ偉材策を講ずる。  

1酢熟師等の専門性を更に高めるとともに、医師と青ま師等との役割分担が可能な行為を  

一機明示・甘及し、兼務細と兼任の所在を明■にしつつ、チーム医療・投網分担を積  

縮的に推進する。  
医療新饉術濫対応するための隼新約医薬品等の開発支度を行うn（平成21隕度第1次補   

正子羊）   

－がん、′ト児等の未＊罷業等の開発支援、書遥の迅速化を関る。   

一新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短  

縮する体制（現在1年半～2年→約半年）を5年以内に整鯨する。  

後発俣薬品の使用促進等、医療の効率化を進める斤   
r親制改峯推進のための3か年計画（再改定）」を踏まえ、却11年度当初圭一Pのレセプ  

トの原則完全オンライン化を進めるけ  

少子化対弼  

・これから子どもを産み育てることを望むあらゆる泄桁に対応した軒Lい子育て支援制   

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制トの整腸を関る  
・r安心こども基金」（2010年度まで）等により、保管所・放課後児童クラブの整備、享   

庭的保育、小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を礎めるととも   
に、放課後子どもプランを推進する。  

・一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整編など、すべて   

の子どレ常駐を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年座薬1次   

補正予井）  

・社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達儒へのサービスを拡充する。（平此三1   

年度第1次補正予算）  

・妊婦腱診への公韓負担を通常必要とされる1咽軽度まで拡充する．（平鹿0年度第烏洗   

場正予算鯛）  

・r経書と生活の調和（ワーク・ライフりくランス）憲凱及びその「行動指針」に基づい   

た取組を推進する。  

・r育児・介護休業法J－8の改正及びー次世代育成支捷対策推進法JlTの改正を踏まえ、   

企業における仕事と家庭の両立を進める。  

・これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に薪Lいー少子化社会対策大乱を策定する。  

ヰ r平成20年よ精丘千暮（第2引上（平成21年1月27rり  
欄「育児体事、介杜休靂琴育児又は豪族介攣を行う労■音の襟社に鞘十も法縛」（平成3年酷薄第76引  

¶ 一次恍代官成支援靖撫梅法」（平成15年法職1五‖引  

一群♯W点数の貯定に鵬Lて軋社会㈱■暮■舎熊凛欄♯納会及l月た柵舎において書定される！静   
♯柵定の基本力帆によづき，中央社会保♯群純■会への■巾・昔中経てわムれも。  

21  
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［垂直二］  

r中期プログラム」の駕重工姐で示された暮暮1への純簸の1附ヒ  

期聞の見蔽L、厚生年金適用拡大、  

・牡労する高鯵者への年金支給停止の   

宅サービス・介護保険椒専の介護  

介護サービス・人材整備巨標」）  

育て支援拠点の整館など   

23  
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＜放課後児童クラブに係る平成21年度予算の概要＞  

7   



安心こども基金 総額（国費）2500億円  

20年度2次補正予算1000億円  

21年度補正予算  1500億円  

※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮  

8   



《対象事業》 都道府県又は市町村は、次に掲げる支援について、地域の実情に応じた創意工夫のある取組を実施する。  

（弧地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援  

②地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細かな子育て支援活動を促進するための支援  
③経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保するための支援  

④育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣により、育児期の孤立感や育児不安の解消を   
図るための支援（家庭支援スタッフ訪問事業）  

⑤放課後児章ケラブと放課後子ども教室の連接を促進するための支援（放課後子どもプラン連携促進事業）  

⑥病児・病後児保育事業に携わる人材を確保するなど、病気の子どもを預かる社会基盤の構築を促進するための支援  
⑦ファミリ叫サポートセンター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を促進するための支援  

⑧安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出産前支援事業）  

（軌地域子育て支援拠点幸美の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員の資質向上を図るための支援、人劇育成支援  

、病児  糎 後児章健全育成事業等を 

・病後児保育事業に係る感染症対策等に必要な備品責等の支援   

するた  

※ 各自治体は、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用することで、上記事業への上乗せや上記以外の独自事業の実施も可能し 

《以下の事業は対象としない》   

○個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に   

軽減する事業  
○既に実施している事業について、単に当該市町村等の負担を   

軽減するための事業  
○国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象   

となる事業  
○今までに一般財源化された事業  

○認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担し、又は補助   
している事業  

○施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の聖地  

、職員宿舎の設置等を含む。）  

9   



＜平成21年5月1日現在の71人以上クラブについて、その解消を図ることが困難な理由＞  

解消が困難な理由（場所・人材一予算）の内訳別クラブ数  

ア場所の確保   

が困難  

イ 人材の確保   

が困難  

ウ 予算の確保   

が困難  

平成21年5月1日現在の71人以上クラブのうち、今年度中の解消が困難と回答したクラブについて、その理由について、場所  
等の確保が困難との回答があったのが、634（68％）となっており、これらクラブの理由別内訳を示したもの（複数回答）  

10   



小学校区における放課後児童クラブ実施率（都道府県別）  
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（注）1．小学校数については、平成20年5月1日現在の公立小学校数［分校、ゼロ学級の学校を含む］（文部科学省「学校基本調査速幸凱）   
2．放課後児童クラブ実施か所数については、平成20年5月1日現在のか所数（厚生労働省育成環境課調）。   
3．一つの小学校区で放課後児童クラブを複数か所実施することにより、数値が100％を超える場合がある。  11  



小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  
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（注）1．児童数については、平成20年5月悔現在の人数（文部科学省「学校基本調査速軌）警   
2．放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）   

3．割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  12   



＜新待機児童ゼロ作戦＞  

集中重点期間の対応  目標・具体的施策  

働きながら子育てをしたい  

と願う国民が、その両立の  
難しさから、仕事を辞める、  
あるいは出産を断念すると  

いったことのないよう、   

○働き方の見直しによる  

仕事と生活の調和の実現  

O「新たな次世代育成  

支援の枠組み」の構築   

の二つの取組を「車の両輪」  

として進めていく。  

恩  
希望するすべての人が安  

心して子どもを預けて働くこ  

とができる社会を目指して  

当面、以下の取組を進めるとともに、集  

中重点期間における取組を推進する  

ため、待機児童の多い地域に対する重  

点的な支援や認定こども園に対する支  

援などについて夏頃を目途に検討  

恩  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合  

●20％→38％（※）   
【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の   

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

・○保育サービスの量的拡充と提   

供手段の多様化〔児童福祉法の   

改正〕  

●  保育所に加え、家庭的保育（保育マ  
幼稚園の預かり保  
施設の充実  言ミ、藤島鵠  

・○小学校就学後まで施策対象   
を拡大  

●  小学校就学後も引き続き放課後等の   
生活の場を確保   

・○地域における保育サービス等   

の計画的整備〔次世代育成支援   
対策推進法の改正〕  

●  女性の就業率の高まりに応じて必要と  

㌘㌫霜豊富弄忍蔚繋を勘案  

●£茸至紙箱竃哲等のた  

⇒この目標実現のためには  

一定規模の財政投入が必要  

税制改革の動向を踏まえつつ、  卜
し
 
 
 

の  援
 
 

支
 
 

成
 
 

育
 
 

代
 
 

世
 
次
 
 

な
 
 

新
 
 
の構築について速やかに検討。  

保育施策を質・量ともに充  

実・強化するための「新待機  
児童ゼロ作戦」を展開  

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12   

月）」における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各   

主体の取組を推進するための社会全体の目標について、取   
組が進んだ場合に10年後（2017年）に達成される水準  
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＜社会保障の機能強化のための緊急対策～5つの安心プラン～（概要）（抜粋）＞   

「将来に希望を持って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になっても安心  

して医療を受けられること」、「いくつになっても安心して働き、住み慣れた地域や家庭で安心して暮ら  
せること」。これらは誰もが求める「安心」です。   

国家や社会に対する信頼の源は「安心」にあります。今日、わが国の社会保障の現状に対して国民が抱  
く不安や不満に鑑みると、直ちにこれらの「安心」につながる国民の目線に立ったきめ細かな方策を検討  

し、この1～2年の間に着実に実行に移していくことが必要です。   

「この国に生まれてよかった」と思える国づくりを進めるため、今求められている次の5つの課題につい  
て、緊急に講ずべき対策とこれを実施していく工程について検討を行い、「社会保障の機能強化のための  
緊急対策～5つの安心プラン～」をとりまとめました。  

1高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会  

2 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

4 派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会  

5 厚生労働行政に対する信頼の回復  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

①保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等（※）集中重点期間（平成20～22年度）の目標  
1保育サービス：顕在化している待機児童数の解消を目指し、待機児童が多い地域を中心に、認定こども園、保育所、家庭的保育など多様な保育サービスにより、  

3歳未満児の利用児童数の増員のための緊急整備を行い、その結果保育サービスの提供を受ける3歳未満児の割合を26％（※10年間で20％  
→38％）に引き上げる。  

2放課後児童クラブについても、サービスの提供を受ける児童の割合を32％（※10年間で19％→60％）とすることを目指し、放課後児童クラブの緊急整備を行う。  

※これらの目標の実現のためには、一定規模の財政投入が必要（そのために必要な負担を次世代に先送りすることのないよう、必要な財源はその時点で手当）  
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＜ワークライフバランス行動指針（抜粋）＞  

数値目標  

芸文憶目標設定指標   現状  
目‡票1直  

5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25～34議 男性  903％   93～94％   93～94％  

25～44歳 女性  649％   67一一70％   69～■72％  

口   
就  
労  60～64議 男女昌†526％   56～57％   60～61％  

65～69麓 男女岩†346％   37％   38～39％  

こ的  

自   

ヨノ  フリーターの数   187万人   ヒ一っ時の3／4に減少   ヒープ時の2／3に減少  

（平成15年にと→ワの217J∋人）   r1628万人以下）   （1447乃人以下）   

愕妻 康  告いの機会を請けている割貪   415％   6（1％   全ての企業で貫持  

豊  
力＼  

な   108％   2割擬   半減  
し5ノ   

石 
め の   466％   60％   完全朋得  

闇  
が  
確   
保  235％   50％   80％   

で   

患  テレワーカー比率   20％  
104％  （2010年まで）  

眉  東部手間勤務を選択できる事業所の割合  
（東豆時間正社員制度等）   「参考）86％以下   10％   25％  

Ⅱ  
多  
様  
な                             自己啓発を行っている労働者の割合   462％（正子1員）   餅：）％〔正社員）   70％【′正玉音）   

234％（非正社員）   40％り［正社員）   50％〔光正二社員1  

萱  
汚  

生 さ  380％   45％   55％  

汚  
が  
選  保育サービス（3歳末濁し易〕  29％   38％  

概謹後児童クラブ（小芋1年～3年）  
る  190％   択 で き   

社   

q3  男女の育児休業朝愕揺   女性．723％   女性：80％   女性二80％  
男性：050％   実作，5％   男佳こ10％  

申  6歳末満の子どもをもつ男性の育児・   1日当たり   

家事関連時間   60うう   1時間45分   2時間30分  

5 数値目標（別紙1）   

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く  
者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための  
社会全体の目標として、政策によって一定の影響を及ぼす  
ことができる項目について数値目標を設定する。この数値  

目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、  
個々の個人や企業に課されるものではない。10年後の目  

標値は、取組が進んだ場合に達成される水準（①個人の希  
望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、②施策  
の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を  

想定して推計した水準等）を設定することを基本とし、また、  
その実現に向けての中間的な目標値として5年後の 数値  

目標を設定する。  
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＜新待機児童ゼロ作戦に基づくニーズ調査の分析等に関する調査研究事業  

＜調査結果＞（抜粋）＞  

2．就学児：放課後保育ニーズ  

就学児の放課後保育ニーズは、就学前保育からの利用の継続性を重視し、就学直前の学年（本調査ではH14  

年生まれを対象としている）のサービス利用意向を用いて算出している。また、サービスの対象年齢は、自治体によ  

っても異なると考えられるが、国全体の集計としては、小学校1年～3年生（7～9歳）を対象として算出している。  

＜就学児：7～9歳＞  

就学児（7～9歳）の放課後児童クラブのサービス量は、「7～9歳」の児童数に潜在家庭類型構成比を掛け、さら  

に該当する家庭類型の利用意向（率）を掛けることで算出される。家庭類型（A，B，C．E）の構成比に利用意向率を  

掛け合わせたものの合計は、53．0％となる。これは、「7～9歳」の児童数全体に対するサービス量の比率を表して  

いる。従って、必要とされるサービス量全体（家庭類型ごとのサービス量の合計）は、家庭類型ごとのサービス量を  

積み上げる他、平成29年の児童数に53．0％を掛けることでも求められる。  

潜在家庭類型   放課後児童クラブ  

構成比  
7－9歳   劉聯2   

タイプAひとり親家庭   9．0％   76．3％   

タイプB フルタイム×フルタイム   J旧．0％   73．3％   

タイプCフルタイム×パートタイム   25．4％   65．0％   

タイプE パート×パート   0．4％   59．7％   

全 体   100％貰  

※家庭類型の全体「100％」には、他の家庭類型も含まれる。  

※2「放課後児童」の利用意向：就学直前のH14年生の利用意向を用いている。  

＜参考＞就学児の利用意向を用いた場合  

潜在家庭類型   

構成比  

7～9歳  利用蔭向  弔用意向   

タイプAひとり親家庭   9．0％   58．2％  70．7％   

タイプB フルタイム×フルタイム   40．0％   58．5％  71．8％   

タイプCフルタイム×パートタイム   25．4％   43．2％  60．8％   

タイプE パート×パート   0．4％   52．2％  66．3％   

全 体   
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＜介護保険法＞   

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画  
（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 当該市町村が」その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象   

サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対   

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総   
数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策  

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策  

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事   
業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確   
保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図る   
ための事業に関する事項  

五 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項  

3 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する  
意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

4 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければな   
らない。  

5 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者  
等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

6 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置  
を講ずるものとする。  

7 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない0  
8 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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＜放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年3月）（保護者アンケート）＞  

児童クラブの実施場所に適切と思う場所  

、 

小学校l小出‡川鮎．i．簗  

′J、′㌣校敷地内卑用施設  

児童館等  

地区センター等  

民間施設  

その他  

無回答  

10  20  30   
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＜放課後児童クラブガイドライン＞  

趣旨t目的  

○ 子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として   
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目‡旨すためのガイドラ   
インを国において初めて策定。  

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。  

ガイドラインの概要  「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成19年10月19日厚生労働省雇用均等一児童家庭局長通知）  

旦」放課後児童指導員の役割  

・子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保護等   
に留意のうえ、次の活動を行うこと。  

①子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。  
② 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。  
③子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援   

助を行う。  
④基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その   

力を身につけさせる。  

⑤活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や   
地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。  

⑥児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされる   
ケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活   
用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。  

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。  

1．対象児童  

・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童。  

・その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4   

年生以上）  

2．規梓  
1集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。  
・1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。  

三L開所日・開所時間  

・子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。  

■ 土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて8時間以上開   
所。  

・新1年生については、保育所との連綿を考慮し4月1日より受け入れること。  

・専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場と   
しての機能が十分確保されるよう留意すること。  

・子どもが生活するスペースについては児童1人当たり1．65ポ以上が望まし   
い。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。  

・施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備一備   
品を備えること。  

0その他  
7．保護者への支援・連携  

・保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。  

8．学校との連携  

・学校、放課後子ども教室との連携を図る。  
9．関係機関・地域との連携  

10．安全対策  

11．特に配慮を必要とする児童への対応  

12．事業内容等の向上について  

・クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努め  
る。  

13．利用者への情報提供等  

14．要望・苦情への対応  

鼓職員体制  

・放課後児童指導員を配置すること。  

・放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊   
びを指導する者の資格を有する者が望ましい。  
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＜放課後児童クラブに係る補助要件＞  

副∴巳朋冒闇   

市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者  

2．対象児童  
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童   

▲ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以上）  

3．職員体制   
放課後児童指導員を配置すること。   

年間250日以上開所すること。（ただし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助対象）   
開所時間については、1日平均3時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間  

以上開所。  

5．施設・設儀  

・活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット 、畳等を  
備えること。  

・同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間  
仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。  

6．事業の内容  
（1）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保  
（2）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保  

（3）放課後児童の活動状況の把握  

（4）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（5）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  

（6）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施  
（7）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（8）その他放課後児童の健全育成上必要な活動   



＜学童保育の安全に関する調査研究（2009年3月5日独立行政法人国民生活センター＞  

調年3月5日  

独立行政法入国民生活センター  Ⅰ■量敵  

宇土保育の安全に関する鞘壬研究＜t蔓＞  

一 炊められる勧■後の安全な生活空爬、酬、保険■、叫〉加入 －   

1．■董の目的   

苧i保育サービス棚後児童他室育成事兼▲）の安全鰍こ難点をあて、ケガや事故喝¢  

舌切な対応と未輔止に資することを8的に、自始体（脚「打）と苧i保育地紋を紺如こ、利  

用者舶、ら学童良書の安全鰍、の取り組みや具体的な棚などについて無蓋を行った、  

2＿ 虹対■・■暮柵  

［l］市区町村の担当卸署対審轟膿（以下、市区■什≠査）   

（1〉 ■査対象・削赦  

酬：皇国1．811市区■r粁の学童保育の担当繰  

回省教：1．1霊件（国防串鎚．6％）  

市区■J榊】の対睾歎は以下のとおり  

学童保育は共■き掛の小学生町政掛生活の場であり、学童保育を利用する子どもの勤ま  

榊如し相方人▲となっている。叫方で、待岨ま毎年1万人を絶えており、★きながら子育  

てをLたいと■う国醐のために必憂慮がホほっている．測年2月にー榊児童ゼ【∫  

作駄j（棚を決定し、10年後の日★とLて「放書後児iクラブの提剛含を19％カ、ら冊％  

へj、rこの日義美斬）ためには一定帆泌奥jとLているハ   

国民生活センターが加町柵こ実擁した苧i保育の実態lこ閤する■査結果三からみると、定見絶  

えの蜘和まユ割を超え、子どもは熟、生活動こ絡め込まれ珊は遇密状l尉こあるb苧耐  

中のケガや事故の耕を受けた件司郎1全蝕わ自柵こ年間で1万稚くにLるが、勢㈱  

対拙   脚数  回収串  

1．飢1  1．1エl （凪6％）   

の馳iあり、また、  に未加入の地貯がある  

升  など、事故吋や事故後の対応にもⅦがみられる丘   

この上うな中で、全断）講書生活センタ「にほ、苧i保育中でのこんにやく入りゼリーに上る豊  

島死亡事l汁や榊など、苧i良青の安全性■棚、ら見逃すことができないi大な事故の  

消暮生i宵細緻も書陰られている建：国前側ネットワーク・システム PIO一城汀）。   

そこで、今回は軸こ苧掴に農点をあて、脚中のケガや事故（以下、ケガ・事故）  

ノ欄な舵とその未然防止に資ナることを日的に、全国の自愉降幡区町打）に村L、利用者  

の蜘－ら苧i保育の安全性鶴保の取り扱みやÅ体的な柵こついて■査を鶏Lた．また、苧  

錮主体・椒に対し、ケガ・㈱、未然防止簾Irて鳩、て敲を実権した   

これらを縮まえ、児納杜、杜脱字肘の各書円安と網こ上る一宇童保育の安全に  

隙ナる研究会一個宣長 松村洋子 汝詮馳を毅tし、苧扶育サービス¢嗜チ全対策の槻  

やあり方などについて鮒を批樽■妃iの多さ、踊化を鱒浦するために、■約な克  

美を経としたうえで、子どもの棚のためId紐と行政へむけて、5つのヰ粛をまとめた   

1 ケガ・事故惰＃を収■L．事故予防へむけて鮒、共有化盈関る  

2 チビもの安全を守る生活空州（搬・紺）を撤し、人数の套正北を関る  

3 三胎導員の艇暮、↓用紳、冊腫、書門靴にむけての改善等が必要である  

4桑鋼・棚等において安全面での規定を甘け、絡塾珊にむけ財政真攫を拡充する  

5 災糊付腫lを学附にも耕する   

＃告≠ま8書からなるが、以下、主に珊と1勧鵬の結払上び露芹の概要を掛－る。  

東京脚  Z‡  a） （肌㈹）   

17  14  （能．4％）  

丁鮎  別灯  （絡2％）  

1．005  5肥 （5＆g甥．）  

政令指定ホ（以下、政令市）  

その他の市  

仰  

（幻 酬：全日  

（3）脚期：期中8月～9月  

欄l■鴎講嘗：♯送■査  

（5I■i事項  

①学童保育の来航耕状況、概数   

②■拍漕甥、挽、防災、ケガ・事故の運常基準、取り組み   

③ケガ・事桝の耽（情岨、分析、機構止への取り組み）   

庄〉ケガ・事故の騰、離告   

⑨ヒヤリ・ハットの駐屯」儀告   

⑥撫育保険■臓1任保険の加槻自㈹Lている細の有無   

⑦ケガ・事故の坊止や対応の鴨点   

⑧学童保育¢拗保のた拙〉取り組み  

12（価年5月■告珊l■ぺ  
ま困晰センター・r榊と叩こ嘱する■鰐丸 伽昨年2月）  
ユ糊・保育所・学際の惰下トニぉいてt児・児暮・喋がケ机死亡などの災書についてLL  

t独）円本スポーツ繰センターに上る災柵他；i用され、公立、私立む間わず伽入できるト  

1  

4 倒とした棚育は児暮篤郎鎧攫相集の2に客hる中細J押している児暮であって、その  
側日印i柵に上り動にいないも州こ、せ脚丁後に遍切な遊びおょび輔の批与えてその儀蜂  
な育成を屑る）娩艶児▲舶用勲記■タラニ乃である．児▲数が9人以下で国の補助金を受け  
ていないものも捌こ蝕  

2  
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Ⅱ E宣羞票のポイントと提暮   
略〉 その他  

蜘1、金柑おょび帝国町何の聯糾醐、疲合札その他の価．町・  

抑の▲区分の■升iとした。柳打の絶筆轟書と書■主体との対応などについては、遵  

鷺立脚闇、公立民青、氏立兵書トの3区分の分析を加えノヒ  

［2】宰相主体・酬暮以下、助   

川 脚・離方法・桝  

学鋼玉件に対して磯董を行い、耕主体●下の■別篤毅に対して陶1の  

rケガ・事故」rヒヤリ・ハットjl田恥こ闘してアンケートを実篤した。  

（D 面l■■▲  

■董桝・対織：全国一6＃鷺主体  

壬■主体㈹の内駅は以下のとおり  

地方自治体     1（芯地齢  

些＿胤．■■＿…＿．＿＿土＿座．隻担■．  

臓L．．．⊥．エ！乙馳…＿」L丘建辺  

② 桃：対象教1仰紺  

アンケート轍：泊緋（駿．6％）  

脚別嘲は以下のとおり  

生立盆■＿…．星．．  

盆迦撼＿照」  

毘墟∬＿よL．．．＿…且…望  

（カ 馴：卯年8月－10月   

（鋤 iii卓  

①利用児は、中州  

（診指輪嘲、楓中潮■状況  

③ケガ・事故の脚！k t紺、項目  

④ケガ・事故数も状況の内容と惰、舶究明・事後対書の状況  

⑤ヒヤリ・ハットの帆員件醐  

⑥保■の摘、事故・ケ棚求  

①ケガ・事故の防止や蛛の龍点  

⑬学脚のための取り組み  

1ケガ・棚を収暮し、事故予防へむけて♯肘、共有化を薗る   

学童保育において、こんにやく入りゼリーに上り死亡するという事故が桓きている。   

市区■挿陥、ら、①ケガ・事故の服♯台状祝 ②ケカ㌧事故惰棚・分析、活  

舶 ③ヒヤリ・ハット事柵醜からケガ・棚を襖肘した，   

＜市区Ⅷ＞  

（l）ケガ・事胴ぺ杵■御丁棚はlえ∝泣岬．うち入瞳がl乃停   

①l蔦毅からケガ・事故の鞭告を受けてい別自治恥8臥4％であるが、r受けていない」〔受   

付陶脚ヽ）がは軋   

受けていなl憾ポあるのは、齢市岨9％、区斯嵐醜、その他市盟．軋町村は軋   

② Ⅶ院が必≠なケガ・事恥が♯告対象の自治体は耶．門ら、   

捌こみると、公立公曹弧．3％であるが、公立民鸞釘．訂％、民立鮒鳳3‰  

（》劫Ⅳ年＃に、ケガ・事故の脚あった延べ件数はIa批件である。   

礫鷺主体別にみると、公立公t札168件であるが、公立托鷺も3皿件、民立民書淑件。   

㊨入暮亮が1T9搾れ4％〉、このうち死亡け1件帆仇％）である且   

鰍公立企tl茄件であり、公甜唆件、民立民曹11（死亡1謝＝阻  

♯ 河川で淵敵中、水難事故、入院接に死亡した。（1年生、男児）   

¢）「♯義を■僻しているJl劃用蛛濃  （囲l）   

①「椒から雛告を受けているJを運蒼立脚こみると、公立公篇汎2％であるが、公立難け   

乃．3％、民立民賞は劇．卵如ことどまり、公立と民立でけ市区¶村の受付体Hに羞がみられる。   

② r定型のケガ1事故離昏暮があるl仕温田L遵鷺主体桝にみると、公立全篇は餅．6％、公  

立民膏は4L4％、民立属膚柑1且軋   

③ rケか事故の件数勃■粁しているJは瓜椚晶ことどまり、「相打を分析し、椒・利用者に   

詭恥は温田もにとどまる。情犠打一分折・肌こ＃瞥主榊打で蓋がみられる．  

■Ⅰ ■鮒■暮の●♯■生暮の蠣（靂曽重傷■）  

○  帥  1tn  

■薫からケガ・事義の■曽艦tけnlも  

鰭のケガ・●■■●●職も  

■■したケガ・事■の書暮暮■什してい句   

中轟したケガ・事●●●の■l■暮分讐し¶lも  

愴●扮書し．■■・…●に1慎Lnlも  

ケガ・●■瞳■鴇陶▲鐘で蠣■しnヽる  

什■士分暮し．■1へ楯暮、書■l＝■■しnヽも  

¶■奮分書LJ■■■上暮t立てnヽも   

轟 醒があった1．1刀市卵のうち、苧▲餅榊はい睨であるが、同一自治体内で2■l鮎1上の耕  
州青t真■している●合があり、毒宗主蒜茅肘の延べの自醐はl．誠となる．拐帯の憎に  
ょり rl加、」とr川、え」の脚Ⅶ姓して1、る棚となり、全件の合計が1冊％捕えも．  
● 粥脚i子ども鍼びや生活面での梱ってヽ、も現在のところ公的に青嶋が凛  
も駅ではないポ、紳士、鞭節など細枠としてl喝ところがある．鮎■も乗t■で桝、輌こよ  
サ、】■こ罰欄以上の毎日州と、剛古の州・アルバイト耕■がいる。  

a  
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2・子どもの安全を守る生活史間（▲験・毅■）を竃良し、人触の義正化を盗る  

（女Ⅰ）  仰 ヒヤIjリ＼ツト事例を勧書Iよt■、書尉コ董公・昆で穐量   
加卯年舶では、大嶺擾Iヒで梅専員が→人ひとりの子どもを把欝するのが帽蓼になっている、  

子ども同上がお互し叫）名前を知らない状況となっていることが安全面側との意見があっ7L   

市区町村礪濃から、ケガ・事故事囲も服件について、発生した疇巾、鰍、状軋場所を、  

珊、ら、ケガ・事故防止㈱とLて考■すべきこと、甜の状況などを紡Lた。   

く市区Ⅷ＞  

川1年生男児のケガ・事桝く、ほ■｝け鴫のケガ・事欄脚柑■  

（D働1く鞘ほ男児が多く占L2％（うち、l中生澹．7％．2年生乳7％〉、女児は怨」T％である．   

②ケガ■事故が覇座した噌闇は「16鴫Jが乳3％でt多、以下、r15時」が娘6％．「1丁吋J   

が1ユ．6％であり、各学年が椒に揃う疇間鴨の15吋～1丁疇のケガ・事故が弧5％を占める一  

任）胡人以上の鉱瞥で、ケガ・事故lよ■験8暮・入続巳■がよ鼎ヒ棚   

廿鵬は、「通院」がT7．4％（うち3日以内が弧弼、31れ以L4．6％）、「入院jが乙0％   

（うち、3日以内阻8％、7日以上益．6％）、「椒で泊オ」が4．5％、不明は17．弼である．  

（診購状il「甘折・艦日」が6乱3％と土多であり、「打換・捻挫」け27．5％である∩   

舶ま「打練・組岨5％が多く、一書折・艦日」は18．6％である。  

（診治療の程度は亜人以下の紺では、輔まl通院ユ日以内jが弧9％と軽症の比率が   

高い（不明除く）。しかし、死亡事故（1件）が桓きている凸  （Ⅰ珂Ⅲ）  

r通院7日以L」は41人一和人の髄は劫．5％、71人以上の施貯はH．9％であり、仙人   

以下（は○％）に比べて、覿入院日数と緑に打数が長い比率がホくなっている。  

（D帥、ら日勤陽に♯告されたヒヤリり、グト事桝件数別1件（卸町年度）h  

②ヒヤリ・ハγト事例を「自拍体｛■告しているJのは弧1％であるが、その内駅は公立公背   

か．0％、公立珊1丁．3％、氏立氏井丘i％であり．公・民で格差がみられるけ  

兼lヒヤリ・ハット事例の穣・叶昏  

全体   公立公書  公立民粛  民立民青   

ヒヤリ・′→ツト事例を牌  訪．1％   ai．7％   乱3％   17．6％   

白油体へ■摂している   諷1％   乱○％   17．3％   且1％   

白     銅   2暮1（件）   162   76   3   

く馴■暮＞   

①・「ケか事故（釣棚を馳ほ8乙卵ら（公測91．3％、公立民t乃＿7％、民立民T＆ヰ％】。  

②唱酬告」は67．丁％にとどまる（公立公書賂丁％、公立民書軋明も、民血民書記．9％）。  

脚ンH   

苧鮒行蹟l挿区職工大きく  十分なところら少なくなし㌧   

棚の8利払上がケガ・事故を恍Lている．市区町割一朝告I瑚が96．丁％にのばるが、民  

鷺【ま伽醐後にとどまり、市区■一打の陀書の惰禦の収■零が艦く、実線を悌できていない。   

小鶴義範毅が多い甜などではケガ一事紺をLていても、州を蝕す  

ることl刃■Lく、酬こは市区町村の鴨与が必≠である辱   

ケガ・事厳の爛礪像■絆している制珊ま半脚にとどまり、実■を雌Lていないことが  

明らかとなっている．また、儀告を受けても鮒分析した榊を馴・利用者に提供し、典有化  

を閉る取り組みをしている街区町村はか％台にとどまる．憫を分析L、指導員棚こ利用した  

り、棚止簾を立てるまでに至っていない市区■汗lが多lヽ   

榊暮、分析、事故下僻へむけて鮒、脚・共有化が捧めて暮≠であるといえる．  

膿T】  

1．ケガ・事故を予防し、群集を防止するために、㈹書棚の如何を問わす、ヒヤリ・   
ハット事例を含め事故槻することがt要である。  

2．御国町村周、離告を受けたケガ・事故を■紆し．モの内容を分析Lて輔・再発鋏止策を検討   
したうえで．搬・利帖に公用し、榊の典有化盈儲る取り組みを進めることが望ま九説  

3．その上で、子どもたちの安全の鰍こむけて、科学的な分析が可能で、多くの自拍体・肋墓  

利用できる練∵された事績告フォー一丁プトの榛肘を行う。   

ケガ・事跡止のための紺・憫の具体的な要望を出ナために、敵中、事柑・分断ナ   

るシステムを作り、そのた伽醐肘がt要である．  

4．現鹿、脚暮■会の附する鰍、て、消■酬を棚・分  

析・葬隠するためのシステム捌されており、柳ヂ」タパンクの■稟、分析ネット   

ワークの形成などに一旬、て機射されている。収▲したデータを単に憮ナるだけでほなく、可能   

な限り柳紺示し、＃軌こつなげるシステムを作っていく必辛がある，  

00 先生聯lま「排■内」がt．釘8件で■さ  

①尭生醐胎「徹屋内」が岨丁％n．粥件）とt多であり．ほぼ同数の†施鮫屋外j4且3％   

（1．湖附が続く、その他は、呵■外柵」良1％伽附、r董所・帰宅J3．7％（170件）h  

②屋内でのケガ・事故は「歩く】、「立ちとがる」などの動きに上りーぷっ力積l「接触j、手ども   

同上で遊ぷ．ふざけるなどの「その他の遊び・行軌が3臥8％でょも多く．以下l、球技jが15．6％、  

rトラブル・けんか」は＆4％であり屋外上り且4ポイントホし㌔  

・認 一文員・工員・刃物りに⊥るケガ・事故が74件あるが、狭く過密な榔内で、隣りに座って   

いる了・どもの仙叫さる、ケンカで船霊官制Lたなどの鵬が盟腫と半数配線えあ  

⑥トイレのドア、立脚鼻のドアの凱†網棚や、′輌ヒなγに世閃したケか事故もある。  
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㈹抽象礼TI■ことど手り、批封割こよって暮がある   

l搬のヰ棚折っている」は洪．丁≠であるが、公立全篇け37．臥公立民営ほ  

及4％、甜はm3％にとどまっている．   

＜幸孝幸垂＞   

①「ケか事故の防止や対応の職と■じること」の胤一肌さJ級名％、「児童の週   

薇・大仙軋6％、r榊且の人数不軌瓜8％、【子どもに日が届かないト脚．4％、「飾   

他苅．軋l嘗●の不Å合」31耽、r…造・爛痩が不安定j及3％である㈱勤。   

②棚の状況Ⅵも「観lまg臥叩乙あるが、以下、r■亀スペースJ打．8％、「書用トイレj   

乃．明仁「紺J6L8％にとどまり、r■■スペース」桂且1％でぁる触回答）。   

⑳ r苧摘録のために必≠だと考えていることJで臥囁正な規紺Jが¶．8％   

あり、適正な臓としてlま1柑ー劇人以下Jが81．帆偶人以下」は8．3％憮回警は．丁％）。   

柳川   

苧紬は行摘発かつ事雌力の兼鵡な一朝学年の子どもを中心とした生活  

の場であるが、ガイドライン▼で望ましいとされる超人以下の搬Iま亜．2％にとどまっている．   

ケガ・事批男児、柵こ1年生が多く．搬内で起こる事故をみると、一書突・軌によるもの  

が多もゝケガ・事故に上る避・入院打義が、仙人以上の搬で長くなる馳如iある。また、子ど  

もの人数の多くなる16酬鞭にケガ・事…生が集中している．   

肋で札この上うな学i良軸蜘l子ども壷のケガや轍にも影  
■しており、防止や珊として考■すべきと考えている．   

大鰍での柑日柵す舶、安全を経るがす職として放■できなlヽ  

子どもの安全対策・胸も瑚で対応す榊且の対応によるところが大きいが、鋤Ⅳ年  

腑例の給与水準の駄さ、芳敲件、  が憮とLてみられ虹   

帥、ら、棚嘲扶沈、勒、中越越州固持こついて、市区町村■査から棚の  

安全面に托する研臓トの敵骨組みについて榛附した．   

く此＞  

（1）榊仙桝甜よ葬醐■が響い   

柵の檀（平日l馴あたり）は▲9人、うち職が且3人、非常勤がえ8人であるα  

の t棚1はほ2％、耕■の中仙Iさい   

1年間の中途退■肴のうち、価は＆8％であるのに封し、棚且は1丁．6％であ   

り、3年日には甜％台まで繰る。   

年内の中途過■看伽丁年よ）は姓立公附ま常桝仇α％、非聯員12％である．   

氏立見書は中細者が多く、常軌は1丁．卵L弗個員ではTl．0％である．  

間 ヒ丁リング■暮でIよ「8■わり鵬■でl好ども¢毛■和えられないJの績も  

r♯人柵が子どものストレスのはけ口になっている」、柑が騒かない」、r低触で指導員   

のなり手がいない」、r非椚臓且の据の積金弼蜘、」などがあげられた。   

＜市区Ⅷ＞ 礪隻t■などの蜘：Jlす榊1の研靡・－は醐＝櫓靂  

卿  
1一子ども碑■団で生痛すろ欄であるので、空網・広さを♯県L、安全・帆暮する。   

さらに、腑連†ヒ、防火櫛、防蜘などの換肘を行い、子ども側にふさわい、  

珊となるよう叢書し．子どもたちの堅全を守る隻脚を■象ナることポ必要である。  

2．学附こほ、年齢lこふさわしい外遊びを土かにするた朋も必要になる．   

一方、トイレでのケガも多く、古い、射＼数が不足などの司書があり柑と難が必≠である。  

3．脚子どもが繊々な樹隙ナる苧i良和執ヽてlも子ども同士カ■搾名前等を毛えて交  

流しあえることが大切であり．1クラスあたりの子ども畿の掴である。  

蜘のボインH   

学童保育Ⅵ橋欄塀の過小鐙鷹や書門贅用の欠如が、子どもたちの安全に大きな影■を与え  

ている。非瞞が多I噸で臥∃糾劃ヒする手どもと保さ者ユ【ズへの対応の負担が増え、  

中途過書瀞の多さは子どもへの対応の面でも不安定さをせ大させていも   

子ども歎のi正†出も防災防犯およ  を離させる無lこも有効な虔件   

となる。柑に徹のクラスを■く場合にもその点を十分l韻▲した椰必≠となる，  

4．亜人経えると、指恥十柵にならざるを得なくなる■告が多くなる．鰍仙  

人以下の騰が望まu、としており、蛤ナる雌としての人数を劇人までとする必≠ポあも  

5．榔とLて必≠とする子どもが制帽できるだけの地肌如ま怠鳶であるが、安易  

な大嶋軋ま安全を練るがす大きな間ヒが生じる帆手ど踊Hl間の  

よび子どもの鞘■・心柳を加■≡して洗棚がぁる．  

T r鰍■■児■クラブガイドラインj細字1¢月 ■蜜矧■椚  

T  
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＜膵事＞  

（l）ケガ・事故の航止柑■rぺ舌lま、「糾さJr漉・天測化Jr糟専■の人書不足J   

①「軸Rの狭さ」占軋6％、一触の老朽化」鳳4％、「毅■の不具創乳3％偶即。   

僅）l児iの過密・大規模化」48．5‰   

③ 一指槻の人数不足」亜．5％、「体揮‖41．4％．「対応・紺12鼠ユ％、   

僅）－危鹸な避びへの対応」岨4％、「子どもに日が届かない」弧4％。   

¢）安全融のたl加コ凶■なのは、「甜で馳「生活重の広さ」「榊■研■」r手書の靴  

（p r蒼正棚で醐」7T．軋   

② r生活垂の面積の拡充仁孤欄‰   

③l指槻の研鯵・粁向上J81－8％、r相槌の増員、酬の改善j73．丁％n  

（釘 一宏生・…の干算靴飽．丁％、【安全無生のマニュアル・作成j阻8‰   

和   
夫半の白油附こおいで苧蜜保育の安全面での規定を鮫iナていないことは、催勒、防敗防災、  

ケガー事故の安全面にオナるl■Lの牡さ、酬の欠如を細っている。   

ホ匡■r打の緋との連絡体榊L祐爛嘱の研鯵や手鼻の計上などの安全面で叫闊与に公立公常、公  

立民丸民立民篇の運欝機により格差があるが、学監保書に遭う全ての子どもが生命■身捧等の  

安生を晒された保柵を与えられるぺきであることは当然である。   

学童保育の生括空間によ外、て、t小限の安全すら餉、されている状況はすみやかに改善L、公的  

サービスとして学童保育行政を樹ヒする必要があるn  

学童保青Iもその貯立経♯や沿革の瓢、、ホ区■拝Iに上り手書基槻定や書用などが異なる。   

ポ同町付■壬から、（1）安全面に腑L、雛生書礫、防犯、防災、ケガ・事故瑚日について、  

綿・柵で何ら力の定めがあるか、また、鶏Lている博、控）中途㈹とその軸、  

l㈹と竃貯■査から、（カ ケガ・事故の防止や冊として和すべきこと、  

（心安全搬のために必≠とキえていること、について撤した。   

く珊＞  
（1）－1安全粥l欄する細・紳■が兼■■のままの竃瞥   

①学踊に一≠、て、徽生問、帆、防災については「規定がない」がlづ7tも70％  

臓を占め、r内乱があるが各州にとど生るn   

②ケガ・事故に一％、て、r規定がない】が測．0％、r楓があるは訪．2％、「劃札【ま乱4‰   

③rt大定員を決めているl弘6％（うち、仙人以下添．4％、71人以ヒ粗略）、rいいえjお．1‰  

い）一2 ケガ・事故や＃生t桝など醐ニー暮主陶か公・毘で穐暮  

（刀 中▲排する兜暮が38．9ほ人にのぽる  

（○中途退所者救の回答があった自ぬ体（鮮制）でけ調1用児iの117％が中途退所Lている。   

②而珊の主な蜘由（脚）Iも r保榊1花．0％、「椙軌乳5％．「苧   

iになじめない＝払7％．一利用者蘭のトラブルJ6．椚Ll保育料仝の滞納」3．＄％．   

仰 ケガ・棚で毒iすべきI丸l芸芸わ芸さJIl謄・大＃♯化Jr穐書1棚・鞘」  

（D 職劇の狭さい級1％、r排の柳b放さ％、r珊の不Å合j17．与％（囲即。   

② ㌻児iの週密・大嶋蝶1b軋6％，   

Q〉l棚の対応・楕」諷3％、一人歎不足」乳8％、r桐軋2良4％，  

【攫■】  

1．㈹の如何を問わす、安全面で十分な蝕と事故蒋防止のた珊作りをすべきである。   

条例・卿おいて安全面の規定をl如ナること確り組みの第叫歩である。  

2．その上で具体闇・事酬と自脚任で伯東ナベきである。   

民立民廿の場合であっても、学童保育Iま公購い榔であるので、国と自船体が安全基準・   

事脚叫何針こ綱与するぺきである。  

3．糊酬いる叫方で、年度途中で退所する児皇払g15人）はそれをL回っているh保   

育努上り触、保育岬印lへの延長対応など、鼠算支揚場点カ1らも内容拡充の検肘が必妻であるn  

4．耕土拝や市区■r粁に上る瞞こある櫓羞を是正し、サービスの賃の拡充のために、   

回と自始拝ほ学脚として．立．地・榊・併守管理などの体＃を作ることが必塁   

である。その帽」必要とする子どもが利用できるだけの酬租が急務であり、乍珊勘こ   

掬しても安全－＃生面に加えて、多様なチビもの生括ニーズに繍する桝妻の貯置やバリアフ   

リー化なども椎置されなければならなし㌔  

5．すべての庫層■肘棚行政む十分に欄藤ほせるには．脚や脚とLてト財政、   

人札情岨■開示への取り組みへの農技が不可欠である。そのた蹴こは刊Iの■鱒・行政の   

僧与の打」露Lが躇であり、一定規射｝公■Mとなる。  

1（）  
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ax汀年糊王では…拍－ら事故尭州の岡倉や、掴を臨検の繍  

馳に限定する旨の桝をとったりす柵iみられた。   

市区n割■旛から保験の加入沃組保㈹こついて、触、ら保喚の請求快  

軋繍求しなかった理由について換射した．   

くゎ直積＞  

（t）研が手ども¢竺浩の加入 檀■していないケースも  

（D r子ども杜全員が竺慧に加入してい引が91．1％。   

②示醐がー加入む出離していない」ケースが丘弼、「加入していないーが1T％ある。   

③「i輌棚している竺慧空知王ある】は温雅、  

掛け劇まrLt伽円兼■1が瓜4％、l乞∝肌円以上一比8％である．   

㊨死亡岬の悔鹸金柑l御方円以下l瓜略、吃00∽即賎し出払弼と白牌こより大きな急   

⑳傑■の棚はー輌中J敗鴨、r靭中18al％、r鮒への往復途上t  

乃．3％であり、苧醐への往杜を保障できていないなどの鴨がみられる。   

く此＞   

①†ケガが発生したが、榊叡静水しなかったケースポあるーは仙4％である。   

②保験を淋しなかった件数注1瓜件（件脚があったか撒の合冊である．   

鞭モの主な軸：側■珊け・るほどではなかった、遡蜘i4担臥とにならなかった、什求の＃件に鶉た  

なかった、醐しない、■■の♯出がなかった．など」  

馳ボインH   

行脚な小学生に仕、8欝の学齢下においてケガや事故は起こるものであり、もL搬  

帖i事故発生による柑及を軌て子どもたり醐を押机することがあるとすれば、  

子どもにとって望ましいことではなl㌧  

【轟tl  

l．当面脚雷無策、脚に加入ナるょうに促醐られるぺきである。  

2．相良書にも捉竜㈱繚することが食めら九乱これにより、学童険  

書に蓋う子どもたちが学校・脚子どもたちと醐■を受けられることになり、   

同じ享戎i故や臨書所を利職しながら、学肘の■仙こなった細に㈱＝こ   

なるという不自然さ・不公職をなくナことができる．このために、学i良書が災音酬  

酬となるょうに温故正が伽られる．  

3．民暮の苧凱術が膿書生を出し合ってサーービス拙㈱＼ている  

尊、曙押者としての触と「サービス脚軌ポt書している場合があもこのよう   

な鄭の苧i経書人の災春粘射帥ーのi用により、児i・傑■昔・槻にとって、「髄の保険   

より舌用対亀、袖脚ヽ人「保附…で済むJ、「鴨島な手刷済が受け   

られる」などの利点枇  

暮抽出先：脚■・仙文抑ボーッ・書少年局  

1l 
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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土曜日等の開館状況  実施場所の状況  

土曜日については8割以上が、夏休み等につい  

ては、ほぼ全てのクラブが開所している。  
実施場所については、約半数が学校内で実施さ  

れている。   

学校内実施  

8′482か所（約48％）  
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〔毎週開館以外〕  

宇目（「－Til－†打ヰ  芋仁軌1伸軒り‖棚昔  夏作圭宰  捏ヰ拙守‖・ヒニノJ－  

【保育所、ア六ご』】  

注1：（）内は全クラブ数（17′583か所）に対する割合。  

注2：〔〕内は毎週開館以外のクラブ数であり、内数である。  
注：（）内は全クラブ数（17′583か所）に対する割合。  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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放課後児童指導員の資格の状況  

保育士、幼稚園教諭、幼稚園教諭以外の教諭の  
資格を有する者が5割を超えている。  

保育士・幼稚園教諭 幼稚園以外の教諭  児童福祉経験郁  その他38条  資格なし  

注1‥（）内は総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・   
非常勤を区別しない。また、1人の指導員に対し、1つの資格を計上。  

注2：「その他38条」は「保育士・幼稚園教諭」、「幼稚園以外の教諭」、「児童   
福祉経験有り」以外で児童福祉施設最低基準第38条第2項に該当す  

る者。  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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＜放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年3月）（保護者アンケート）＞  

児童クラブの実施場所に適切と思う場所  

小、ユご：佃ノ山川」姑．’jせ  

′J、′’j：：付放」山恒㌧川」砲設  

児童館等  

地区センター等  

民間施設   
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＜佐賀県の取り組み＞  

学童保育支援センター組織図  
連携団体＼  
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子育て広場さんさんさん  

NPO法人それいゆ  
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チヤイルドライン設立準備会  

Kodomo2，0  
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＜事業に対する国の助成［児童手当勘定（特別会計）から事業実施市町村への補助］＞  

○平成21年度予算額234．5億円（47．6億円増）  運営費の負担の考え方  

国  
保護者  1／6（※）  

1／2  
都道府県  

1／6  

市町村  
1／6  

○運営費  

・概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  

・残りの1／2分について、児童数が10人以上で、   

原則、長期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開設  

・児童数36～70人の場合、基準額：242．6万円  

※ 6時間以上開所しているクラブが、18時以降開所延長する場合に長時間開所に係る加算あり  

1／2  1／2   

※「国1／6」の財源は事業主拠出金  

○整備費  

・新たに施設を創設する場合（基準額：2，112．4万円）のほか、学校の余裕教室等を改修する場合  

（基準額：700万円）、備品購入のみの場合（基準額：100万円）も助成  
※運営費又は整備費（創設費を除く）は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ、整備費（創設費）は、国、都道府県   
設置者（社会福祉法人等）が3分の1ずつ負担  

寸又は  
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＜勤続年数＞  

指導員の平均勤続年数は、常勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なも  
のとなっている。  

（施設数）  

1年未満   1～3年未満  3～5年未満  5～10年未満  10～20年未満   20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（0，8％）   （8．8％）   （27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  
1，015  

公立公営   
0   3   22   19   80   125   

（0．0％）   （1．2％）   （8．8％）   （7．6％）   （32．1％）   （50．2％）  
249  

公立民営   6   54   213   284   39   6   

（1．0％）   （9．0％）   （35．4％）   （47．2％）   （6．5％）   
602  

（1．0％）  

民立民営   
2   32   39   51   33   7   

（1．2％）   （19．5％）   （23．8％）   （31．1％）   （20．1％）   
164  

（4．3％）   

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

（6．5％）   （42．2％）   （34．7％）   （13．8％）   （2．5％）   
896  

（0．3％）  

公立公営   
38   110   44   32   5   0   

（16．6％）   （48．0％）   （19．2％）   （14．0％）   （2．2％）   
229  

（0．0％）  

公立民営   
13   199   240   74   14   2   

（2．4％）   （36．7％）   （44．3％）   （13．7％）   （2．6％）   （0，4％）  
542  

民立民営   
7   69   27   18   3   

（5．6％）   （55．2％）   （21．6％）   （14．4％）   （2．4％）   
125  

（0．8％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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＜給与実態＞  

常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

（施設数）  

10万円～   15万円～   20万円～   25万円～   30万円～   
40万円以上  合計  5万円未満  5万円～                   10万円未満   15万円未満  20万円未満  25万円未満  30万円未満  40万円未満   

4   29   102   568   80   18   74   64   
常勤  

（3．1％）   （60．5％）   
939  

（0．4％）  （10．9％）  （8．5％）   （1．9％）   （7．9％）   （6．9％）  

公立公営   6   18   36   5   7   71   61   
205  

（0．5％）   （2．9％）   （8．8％）   （17．6％）   （2．4％）   （3．4％）   （34．6％）   （29．7％）  

2   19   49   473   30   3   0   2   
公立民営  578  

（0．3％）   （3．3％）   （8．5％）   （81．8％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   （0．3％）  

4   35   59   45   8   3   
民立民営   156  

（0．6％）   （2．6％）   （22．4％）   （37．8％）   （28．8％）   （5．1％）   （0．6％）   （1．9％）   

273   365   92   101   41   0   
非常勤  874  

（31．2％）  （41．8％）   （10．5％）   （11．6％）   （4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   （0．1％）  

68   30   18   83   38   0   0   
公立公営  238  

（28．6％）  （12．6％）   （7．6％）   （34．9％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．0％）  

172   288   46   12   2   0   0   
公立民営  521  

（33．0％）  （55．3％）   （8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0）   （0．0％）   （0．2％）  

33   47   28   6   0   0   0   
民立民営  115  

（28．7％）  （40．9％）   （24．3％）   （5．2％）   （0．9％）   （0．0％）   （0．0％）   （0．0％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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＜利用者負担＞  

放課後児童クラブに係る利用者負担については、2，000円～10，000円の間で設定されている割合が高い。  

割  合   

利用料なし   9．4％   

2，000円未満   8．0％   

2，000～4，000円未満   19．8％   

4，000～6，000円未満   20．1％   

6，000～8，000円未満   15．4％   

8，000～10，000円未満   6．9％   

10，000～12，000円未満   7．8％   

12，000～14，000円未満   3．6％   

14，000～16，000円未満   2．9％   

16，000円以上   3．1％   

2003年調査   2007年調査   

5，000円未満   49．1％   41．8％   

5，000～10，000円未満   40．3％   46．4％   

10，000～15，000円未満   9．4％   10．1％   

15，000～20，000円未満   1．1％   1．7％   

20，000円以上   0．1％   0％   

＜平成15年及び平成19年（全国学童保育連絡協議会調べ）＞  

＜平成13年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞  
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社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告  

（財源・費用負担部分抜粋）  

平成21年2月24日  

5 財源・費用負担について   

O 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏まえ、以下のような点に   

ついて、引き続き検討してい〈必要がある。  

少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関わる国家的■緊急的課題に対する政策であるこ  

と、我が国の次世代育成支援に対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には財源確保が欠か  

せないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要であること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするよう  

なことがないよう、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。   

・新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組み  

が必要であること。   

・全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方  

公共団体の最適な負担を検討していくべきであること。  

自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、厳しさを増す地方財政への配慮が必要である  

こと。また、公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要であること。   

・事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を考慮するとともに、働き方と関連の深いサービ  

スなど、個別の給付・サービスの目的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。  

利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるようにすることに配慮しながら、今後、具体的  

な議論が必要であること。  

多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○ また、財源の程度と政策のプライオt」ティ付けは相関関係にあり、給付設計を考えていく上でも、財源についての議論を深め   

ることが必要である。   

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の   

見直しを促進するような仕組みの検討なども引き続き進めるべきである。  
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＜放課後子ども教室について＞  

【放課後子ども教室推進事業についての内容一目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを   
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する0  

【放課後子ども教室の実施体制】  

放課後子ども教室の実施  

安全管理員  
学習アドバイザー  

▲ぷ   

教室開設に必要な備品整備  

t活動メニュー例  

体験の場：野球、茶道、伝統芸能など  
交流の場：地域住民との異世代交流、異年齢交流など  

学びの場：宿題、英会話、科学実験など  
その他 ：昔遊び、読み聞かせ（絵本、紙芝居）など  
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＜放課後児童クラブと放課後子ども教室について＞  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  
して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  

【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

21年度予算額  234．5億円（24，153か所分）   委託事業分1．3億円、補助事業分142．6億円の内数  
（15，000か所分）   

補助率   1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   
※矧Ii余保護者（利用料）色相あり  

補助基準額  運営費：242．6万円（児童36人～70人の場合）   運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（21年度）  創設費：2，112，4万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   
備品費：100万円  

指導員等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教員等を安全管理員、学習アドバイザー等として  

配置   

実施場所   学校内（余裕教室）   28．5％   小学校  70．1％  

学校内（専用施設） 19，8％  1 

・ 
（平成20年度）  

設   ． 

（平成20年5月）  
15．0％  

既存公的施設   9．1％  （集会所、文化センター、公園など）   

その他（民家、保育所等）17．0％  

実施か所数   17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7，919か所（平成20年度）   

利用児童数   登録児童数約79万人（平成20年5月）  
〔対前年4．5万人増〕   力 

〕 

（平成18年度）   

実施形態等   原則として年間250日以上開所（夏休み等の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年度は1か所あた  
要に応じて土曜日も開所）   り平均121．6日）   

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  
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＜「放課後子どもプラン」の基本的考え方【要旨】＞  

1．「放課後子どもプラン」の定義  

○ 市町村が策定する「事業計画」と同計画に基づく「放課後対策事業」   

（放課後子ども教室推進事業・放課後児童健全育成事業）の総称  

5．都道府県の体制、役割等  
○都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   
られるよう、以下の支援を実施  
・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  
される「推進委員会」を設置し、プランの実施方針、指導者研修の企  
画、事後検証・評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導員等の事業関係  
者の資質向上や情報交換・情報共有を図るための研修の合同開催  

・基本的に教育委員会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  
じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

・主管部局は、推進委貴会事務局、補助申請事務等の業務を行う   
に当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。   

6．市町村の体制、役割等  
○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設置   

し、事業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討  
○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   
福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

○ 主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

2．実施主体  

○ 事業計画の策定主体：市町村  

○ 事業の実施主体：市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人他   

3．事業経費  

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進事業」として、   

交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付  

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町   

村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  

4．事業計画の策定  

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策、21年度   

までの「放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等   

を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本事業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし   

て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない。  

プ．市町村における事業の実施  
○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育館、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で事業を実施している、余裕教室が無いなどの場合に、地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡調整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配置  
○ 学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導員の配置、専用のスペースの確保等）の提供  
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